
評価シート(B)

主：宮城県総合計画第Ⅱ期実施計画に掲載されている「主要事業」　　重：重点事業のうち主要事業以外の事業

5 10

B－１　施策実現にむけた県関与の適切性と事業群設定の妥当性：規則§６②１号，４号

概ね適切

【国，市町村，民間団体との役割分担】　概ね適切
・（国）育児休業取得率向上に関しては国の労働局が中心となり普及啓発と企業への指導を行っている。
　　　　ファミリー・サポート・センター設置市等に対して，国は次世代育成支援対策交付金を支給する。
・（県）国と連携を図りながら育児休業制度の普及啓発を行う。ファミリー・サポート・センターについては，市町村への普及啓発により設置を促進する
ほか，県単独でセンター設置市等に対し運営費補助を行う。
・（市町村）ファミリ－・サポート・センター等の子育て支援事業により，仕事と家庭の両立を支援する。
・（民間団体）企業は次世代育成支援対策推進法に基づき，仕事と家庭の両立を図るために必要な雇用環境の整備などを進めるための行動計画を
策定・実施する。
・本施策に係る事業群は，上記役割分担に沿って設定，実施されており県の関与は概ね適切である。

【施策目的を踏まえた事業か】　概ね適切
・育児を行う労働者の雇用環境の整備と，仕事と家庭の両立を支援するファミリー・サポート・センターの充実を図ることは，女性が働きやすい環境の
整備という施策目的の実現につながる事業である。

【事業間で重複や矛盾がないか】　概ね適切
・企業による雇用環境の整備と労働者の意識の改革を目指す勤労女性支援事業と，地域で子育てを支援するファミリー・サポート・センターの設置促
進を図る仕事と家庭の両立支援事業は，事業間での重複や施策実現に向けた目的の矛盾は無い。

【社会経済情勢に適応した事業か】　概ね適切
・県内の働く女性（就業者）の割合は全就業者の４割を超えており，育児休業制度を含む働く女性を支援する各種制度の普及啓発やファミリー・サ
ポート・センター設置による仕事と家庭の両立支援は必要とされる事業である。

【施策重視度と満足度のかい離が大きいか】（→事業の必要性）　概ね適切
・かい離度は３０と非常に高く，各事業の推進が必要である。

【総括】
・本事業の事業設定は概ね適切と判断するが，単独で大きな効果を生む事業ではないので，長期的に継続して，国・市町村・企業とも連携しながら取
組んでいく必要がある。

施策を構成する事業の事業番号と種別

施策番号 4 施策名 女性が働きやすい環境の整備

Ａ－３－１　施策の有効性：規則§６①３号

【政策評価指標達成状況から】　概ね有効
・指標名：育児休業取得率　達成度　A　　　　　指標名：ファミリー・サポート・センター設置箇所数　達成度　Ａ
・前年同様雇用環境は厳しいが，少子化対策は急務であり，次世代育成支援対策推進法により地方公共団体による取組とともに，事業主も仕事と子
育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備が求められている。
・育児休業取得率及びファミリー・サポート・センター設置箇所数とも増加傾向で仮目標値は達成しており，施策は概ね有効であったと判断する。

【県民満足度（政策）の推移から】　課題有
・県民満足度は50点と低調であることから，政策に対する施策の効果を確認することはできない。

【社会経済情勢を示すデータの推移から】　概ね有効
・本県の平成1７年度の育児休業取得率を平成１６年度と比較すると，男性は0.1ポイント低下したものの，女性は4.6ポイント上昇しており，施策の一定
の効果が認められる。

概ね適切

【総括】
・県民満足度は低調だが，政策評価指標達成度は順調で，社会経済情勢からは一定の効果が認められることから，本施策は概ね有効であると判断
できる。

政策番号 政策名 雇用の安定と勤労者福祉の充実2 － 6 － 2

関係部課室

政策整理番号 21

対象年度 H17 作成部課室 産業経済部労政・雇用対策課

種別 事業名
事業
番号

種別

勤労女性福祉推進事業(勤労女性支援事業) 6

事業名
事業
番号

2 勤労女性福祉推進事業（仕事と家庭両立支援事業） 7

1

3 8

4 9

課題有概ね有効有効

課題有概ね適切適切



評価シート(B)

・B-1　施策実現に向けた事業設定は概ね適切であるが，短期間に大きな効果を生む事業ではないので，国・市町村・企業とも連携を図りながら継続
して取り組む必要がある。
・B-2　施策満足度は低いが，政策評価指標は向上しており施策は概ね有効と判断する。
・B-3　業績指標・成果指標は施策の目指す方向に推移しており，概ね効率的に実施されていると判断される。
・B-1～３の各項目を総合的に判断し，概ね適切と判断した。

B　施策評価（総括）：規則§６②

概ね適切

概ね適切

【政策評価指標達成度　⇔　業績指標・成果指標】　概ね効率的
・指標値は施策の目指す方向に推移しており，業績指標・成果指標の推移と相関が認められる。

【社会経済情勢データ　⇔　業績指標・成果指標】　概ね効率的
・県内の事業所を対象とした労働実態調査によると，育児休業制度の規定のある事業所は７７．３％で前年に比べ４．５ポイント増加しており，業績評
価・成果指標の推移と相関関係があることから効率的と判断する。

【事業費に対する業績指標の割合（効率性指標）が適切か】　概ね効率的
・事業費に大きな増減はないが効率性指標は増加しており，概ね効率的に事業が実施されていると判断できる。

【総括】
・政策評価指標等各種指標は施策の目指す方向に推移している。社会経済情勢データは急激な変化は無いものの，業績指標及び成果指標の推移
と一致している。事業費から見ても効率的と判断でき，全体として概ね効率的に実施されている。

【施策満足度から】　課題有
・県民満足度は50点と低調であり，事業群の有効性を確認することができない。

【政策評価指標達成状況から】　概ね有効　　「政策評価指標分析カード（４）ア」から抜粋
・政策評価指標は「育児休業取得率」，「ファミリー・サポート・センター設置箇所数」とも仮目標値を達成している。

【社会経済情勢を示すデータの推移から】　概ね有効
・県内の事業所を対象とした労働実態調査によると，育児休業制度の規定のある事業所は７７．３％で前年に比べ４．５ポイント増加しており，施策の
目指す方向に進んでいる。

【業績指標推移から】　概ね有効
・長期的に継続して取組むことで効果のある事業であり，前年同様の実績となっている。

【成果指標推移から】　概ね有効
・成果指標は前年に比べ増加している。

【総括】
・業績評価，成果指標及び政策評価指標はは施策目的と同方向に推移しているが，施策満足度は低い。これは普及啓発を中心とする事業の性格
上，短期間で大きな効果を出すことは難しく，長期的に継続して行うことで効果が期待できるためと考えられる。
・政策評価指標・成果指標では一定の効果が認められることから，事業群は概ね有効と判断する。

B－３　事業群の効率性：規則§６②３号

B－２　事業群の有効性：規則§６②２号

概ね適切

政策整理番号 21

施策番号 4 施策名 女性が働きやすい環境の整備

課題有概ね適切適切

課題有概ね有効有効

課題有概ね効率的効率的



事業分析カード（業績）

【　　　】

10
【　　　】

9
【　　　】

8
【　　　】

7
【　　　】

1

勤労女性福祉推進事
業（勤労女性支援事
業）
【労政・雇用対策課】

働く女性 ハンドブック作成数859
働く女性に必要な労働に関する
法律や支援制度をまとめた冊子
を発行した。

2.4E+00

3

2,250

1.3E-03

3,000

2,250 補助市町村数

3,109

3,000 3,000

1,222 8591,245

2.5E+00

事業費合計

【　　　】

【　　　】

【　　　】

2 市町村

H17

効率性指標 (3.5E-02は3.5×10-2)

事業費（千円）

事業の手段（内容）
（何をしたのか、具体的に）

H16

ファミリー・サポートセンターを設
置する市町村に運営経費補助
（設置から３年間）を行った。

勤労女性福祉推進事
業（仕事と家庭両立支
援事業）
【労政・雇用対策課】

事業名
【担当課室名】

4

3
【　　　】

2

2,578

7.8E-04

3

2,480

1.2E-03

5

6

政策整理番号 21

作成部課室
産業経済部労政・雇用対策
課

施策番号 4 施策名

H15

女性が働きやすい環境の整備

事
業
番
号

活動（事業）／活動（事業）によりもたらされた結果

H17
事業費
（千円）

事業の対象

関係部課室

政策番号 政策名 雇用の安定と勤労者福祉の充実

対象年度 H17

2 － 6

3.5E+00

【　　　】

－ 2

(事業の活動量。「事業
の手段」に対応)

業績指標名

（誰・何を対象
として、具体

的に）



事業分析カード（成果）

H17H15

72.8
働く女性に役立つ法律や制度
の普及啓発を行った。

77.3

仕事と家庭の両立を支援するファミリー・サ
ポート・センター数の増加は，女性の働き
やすい環境の整備に役立った。

働く女性に関する法律や支援制度の普及
啓発は，女性の働きやすい環境の整備に
役立った。

2,509 3,221
ファミリー・サポート・セ
ンター会員数（人）

育児休業制度の規定
のある事業所（％）

71.1

ファミリー・サポート・センターの
設立を支援した。

1,657

21

施策名

政策整理番号

女性が働きやすい環境の整備

施策概要
働く女性の福祉の向上のため、働きやすい環境づくりを目指します。

施策実現までの道筋
(施策の実現にどのように結びついたか)

4施策番号

H16(事業の成果。「事業の
目的」に対応)

成果指標名

活動（事業）によりもたらされた成果

事業の目的（意図）
（対象をどういう状態にしたの

か）



政策評価指標分析カード（整理番号１）

※難易度：☆（トレンド型目標〈実現が可能〉），☆☆（中間型目標〈実現が困難〉），☆☆☆（チャレンジ型目標〈実現がかなり困難〉）

存続

政策番号 政策名 雇用の安定と勤労者福祉の充実2 － 6 － 2

政策整理番号 21

対象年度 H17 作成部課室 産業経済部労政・雇用対策課 関係部課室

施策番号 4 施策名 女性が働きやすい環境の整備

（１）　政策評価指標の推移 政策評価指標値の推移（グラフ）

政策評価指標名 単位

育児休業取得率 %

目標値 難易度※ Ｈ１７
男性 0.5%
女性60.0%

☆☆ Ｈ２２
男性10.0%
女性80.0%

☆☆

評価年 初期値 Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７

測定年 Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７

現況値
(達成度判定値)

男性
0.1

女性
46.9

男性
1.9

女性
67.8

男性
1.3

女性
69.5

男性
1.2

女性
74.1

仮目標値

男性
0.5

女性
60.0

男性
0.5

女性
60.0

男性
0.5

女性
60.0

A
A

（４）　政策評価指標の妥当性分析

A
A

Ａ
Ａ

達成度

（３）　施策満足度の推移

【施策の有効性を評価する上で適切な指標か】
・育児休業取得率は対象となる労働者が限られ，女性が働きやすい環境の整備全体の指標とはなりにくい。
・本指標の達成度と施策満足度との相関関係は判定できない。
・以上の点は問題であるが，施策の実現には企業の意識改革とともに労働者自身の意識改革も必要である。育児休業の普及啓発は意識改革の一つ
であり，取得率向上は女性の働きやすい雇用環境の実現につながるもので，引き続き育児休業の取得率を政策評価指標とする。

存続

（５）　政策評価指標の妥当性の検証（総括）

80

30

満足度60点以上の回答者割合

30

30.6

3030

35.0満足度60点以上の回答者割合(%) 40.2

505050

41.5

50

（２）　指標の選定理由

・女性が働きやすい雇用環境を実現していくためには，企業の雇用環境の改善の他に，全ての勤労者（特に男性）が従来の雇用慣習にとらわれない
意識改革が必要である。育児休業取得推進も意識改革の一つであり，取得率の向上は女性が働きやすい職場環境の実現につながるものである。

H14

80

H15H16

8080

H17
施策重視度（中央値、点）A

※第５回県民満足度調査は調査票の様式を見直して実施しました。第２～４回の調査結果は第５回の調査結果と同列に扱うことができないため、参
考記載としています。

ア　達成状況の背景（未達成の場合はその理由等）・今後の見通し

達成度：A
・仮目標値は達成したが，昨年に比べ女性の育児休業取得率が4.6ポイント増加しているのに対し，男性のは0.1ポイント減となっている。
・育児休業取得率の向上は少子化対策としては急務であるが，雇用情勢が厳しい中，急激に取得率が向上することは難しい。
・今後も継続して，育児休業取得率の向上にむけ国と連携を図りながら普及啓発を行っていく。

参考：第２～４回の推移

施策重視度　A

施策満足度　B

かい離　A-B

施策満足度（中央値、点） B

かい離 A-B

年 度

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ｈ
１

１

Ｈ
１

２

Ｈ
１

３

Ｈ
１

４

Ｈ
１

５

Ｈ
１

６

Ｈ
１

７

Ｈ
１

８

Ｈ
１

９

Ｈ
２

０

Ｈ
２

１

Ｈ
２

２

全国男性（参考）

全国女性（参考）

現況値 男性

現況値 女性

仮目標値 男性

仮目標値 女性

要検討存続



政策評価指標分析カード（整理番号２）

※難易度：☆（トレンド型目標〈実現が可能〉），☆☆（中間型目標〈実現が困難〉），☆☆☆（チャレンジ型目標〈実現がかなり困難〉）

存続

（２）　指標の選定理由

・少子高齢化がますます進展していく社会情勢の中で，ファミリー・サポート・センターの設置箇所数が増加することは，女性が働きやすい雇用環境の
整備につながるものである。

H14

80

H15H16

8080

H17

施策満足度（中央値、点） B

かい離 A-B

施策重視度（中央値、点）A

年 度

50

満足度60点以上の回答者割合(%) 40.2

30

満足度60点以上の回答者割合30.6 35.041.5

50

30

50

3030

80

50

【施策の有効性を評価する上で適切な指標か】
・ファミリー・サポート・センターは市町村が設置運営するもので，利用者は設置市町村住民等に限られるうえ，幼少期の子どもを持つ労働者が対象で
あり，働く女性全体の指標とは必ずしもなっていない。
・施策満足度との相関関係からは本指標の妥当性は認められない。
・しかしながら，少子化社会の中で仕事と家庭の両立を支援するファミリー・サポート・センターの設置は，女性の働きやすい環境の整備につながるもの
であり，引き続き政策指標とする。

存続

（５）　政策評価指標の妥当性の検証（総括）

A

（４）　政策評価指標の妥当性分析

・・・ Ａ達成度

（３）　施策満足度の推移

7

仮目標値 4 6 6

3 6現況値
(達成度判定値)

3

Ｈ１７

測定年 Ｈ１５ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７

Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６評価年 初期値 Ｈ１１ Ｈ１２

ファミリー・サポート・センターの設置箇所数 か所

目標値 難易度※ Ｈ１７ 6 ☆ Ｈ２２ 8 ☆

（１）　政策評価指標の推移 政策評価指標値の推移（グラフ）

政策評価指標名 単位

施策番号 4 施策名 女性が働きやすい環境の整備

政策整理番号 21

対象年度 H17 作成部課室 産業経済部労政・雇用対策課 関係部課室

政策番号 政策名 雇用の安定と勤労者福祉の充実2 － 6 － 2

※第５回県民満足度調査は調査票の様式を見直して実施しました。第２～４回の調査結果は第５回の調査結果と同列に扱うことができないため、参
考記載としています。

ア　達成状況の背景（未達成の場合はその理由等）・今後の見通し

達成度：A
・仮目標値は達成している。
・平成１８年度に石巻市がセンターを設置し事業開始を予定しており，今後も未設置市町等に対し設置促進を働きかけていく。

参考：第２～４回の推移

施策重視度　A

施策満足度　B

かい離　A-B
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現況値　　　
設置箇所数

仮目標値　
設置箇所数

要検討存続



施策・事業展開シート（Ｃ）

【方向性の理由】
・女性が働きやすい環境の整備は県民の重視度も高く，深刻化する少子化問題とも係わる施策で，次世代育成支援対策の一環として重点的に取り
組む必要がある。短期間では効果の確認が難しいため，継続して実施することが必要とされる。

【次年度の方向性】
・今年度同様，重点的に継続して進めていく。

主要事業・重点事業の次年度（Ｈ１９年度）の方向性とその説明

方向性に関する説明
事業
番号

種別 方向性
H17決算見
込額(千円)

Ｃ－２　施策・事業の方向性

施策の次年度（Ｈ１９年度）の方向性とその説明

方向性 拡大

政策整理番号 21

対象年度 H17 作成部課室 産業経済部労政・雇用対策課 関係部課室

政策番号 政策名 雇用の安定と勤労者福祉の充実2 － 6 － 2

【政策評価】施策群設定の妥当性，施策群の有効性
・該当なし

【施策評価】事業群設定の妥当性，事業群の有効性，効率性
・勤労女性支援事業は短期間での効果は期待できないが，労働環境や労働者の意識を高める上で継続して実施する必要がある。

施策番号 4 施策名 女性が働きやすい環境の整備

Ｃ－１　評価結果から抽出される課題と対応策

維持
今年度に引き続き，普及啓発により育児休業の取れる働きやすい環境の
整備を目指します。

2 維持
今年度に引き続き，仕事と家庭の両立を支援するファミリー・サポート・セン
ターの設置を促進します。

1 859

4

3

6

5

8

7

9

3,109

12

10

11

事業名

勤労女性福祉推進事業
（勤労女性支援事業）

2,250
勤労女性福祉推進事業
（仕事と家庭両立支援事業）

合計

維持拡充 縮小


